
社会福祉法人奈良県社会福祉事業団 寄附取扱規程

(目的)

第１条 この規程は、社会福祉法人奈良県社会福祉事業団(以下「事業団」という。)

の寄附受入に関する取扱いを公正かつ適正に執行し、透明性を確保するために

必要な事項を定めるものとする。

（基本的な取扱い）

第２条 奈良県社会福祉事業団は、障害のある方々の自立と社会参加に向け、総合的

なリハビリテーションサービスを通して、相互に人格と個性を尊重し支え合う「ともに生

きる」社会の実現に貢献することを理念とし、公正、公平で安定的かつ持続的に良質

なサービスを提供するため、原則、寄附の受け入れは行わない。

ただし、利用者サービスに結びつくなど利用者にとって有益となりうる寄附物品のみ

受け入れるものとし、受け入れにあたっての基本的な取扱について、次の各号に掲げる

とおりとする。

（１） 寄附は、寄附者の自由意思によるものであるとともに、寄附者の利益が優先され

るものであってはならないことから、その受け入れにあたっては、寄附申込書（第１号

様式）によって、その意思（目的）を確認することとする。

（２） 保護者会、家族会、後援会等の支援団体からの寄附については、寄附申込書

のほかに、その団体の会員に対して寄附を募集した書面などにより、団体の会員の

自由な意思の選択に基づいて行われたものであることを確認することとする。

ただし、書面により確認することができない場合は、会員個々の自由な意思の

選択に基づくものであることを口頭により確認し、寄附申込書に担当者がその旨を記

載することとする。

（３） 取引業者からの寄附については、当該業者との取引について便宜を図ってい

るとの疑惑を招くことのないよう、経理規程等の契約に関する規定に従い、当該業者

との契約手続きの適正化・透明性の確保を図ることとする。

(受入手続き)

第３条 寄附を受け入れるときは、以下の手続を行うものとする。



（１）寄附者から寄附申込書（第１号様式）の提出を受けること。

（２） 寄附の申込みにあたっては、複数の職員が立ち会うことを基本とし、寄附申

込者に寄附申込書を記載していただくこと。これにより難い場合にあっては、受

け付けた職員によって確認した内容を寄附申込書に記載し、保存すること。

なお、申込者に確認しても、氏名や住所が明らかにされない場合について

は、その旨を寄付申込書に記載すれば足りる。また、特定の日に氏名等を確

認できない申し込みを複数受けた場合においては、一つの寄付申込書に申し

込みの件数を記載の上、まとめて作成することができる。

（３） 寄附者に対し領収書を発行するとともに、領収書の控えを保存すること。

前号に規定する氏名や住所が明らかでない寄付者に対しては、領収書を発

行しない場合がある。

（４） 寄附申込書に記載された寄附目的に応じた経理区分とすること。

（５） 寄附金台帳を整備するとともに、寄附申込書及び寄附金台帳等については、

理事長又は理事長から権限移譲を受けた者の承認を得ること。

（受入の辞退）

第４条 次に掲げる者からの寄附申込みについては、その寄附金の受領を辞退しな

ければならない。

（１） 反社会的勢力や関係する団体等

（２） 便宜供与、反対給付を期待していることが明らかな者

（３） 寄附の使途等について、寄附目的以外に条件を付与する者

（４） その他理事長が、事業団の事業推進上支障があると認める者

（使途）

第５条 受け入れた寄附の使途については、寄附の種類に応じて次に掲げるとおり

とする。

（１） 寄附を受けた不動産については、権利関係を明らかにし、所有権移転登記を

行った上で、資産として適正に計上し、理事会の承認を得て、その活用を図るもの

とする。

（２） 寄附を受けた物品については、その目的に応じて活用することができるものとす

る。なお、固定資産に該当する物品については、寄附受入時の時価をもって固定



資産台帳に記帳することとする。

（３） 寄附金については、その目的に応じた使途に充当することを原則とし、目的が

明確でない場合（施設運営全般である場合を含む。）は、経常経費寄附金収入と

して計上した上で、寄附金の使途としてふさわしい支出に充当するものとする。

（公表）

第６条 寄附金の受入及びその使途については、寄附金を充当して行った活動等

がわかる写真やチラシ等を用い、有効に寄附を活用していることについて、施設内

掲示板や広報誌、ホームページ等において公表するものとする。

（個人情報保護）

第７条 寄附者に関する個人情報については、別に定める個人情報保護規程に基

づき、細心の注意を払って情報管理に努めるものとする。

(寄附の募集)

第８条 寄附を募集する場合にあっても、その受入については、この規程に基づい

て行うことを基本とする。

なお、特定・不特定を問わず事業団から寄附を募集する場合（保護者会等の支

援団体に協力を依頼する場合を含む。）は、その目的・使途、募集方法及び結果

の公表について、理事会の承認を受けるものとする。

(改廃)

第９条 この規程の改廃は、理事会の議決により行うものとする。

(その他)

第１０条 この規定に定めるもののほか、必要な事項については、理事会の決議を経

て別に定める。

附 則

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。



第１号様式（第３条関係）

寄 附 申 込 書

年 月 日

社会福祉法人 奈良県社会福祉事業団

理事長 殿

寄附者住所

氏 名

このたび貴法人（施設）に対し下記の通り寄附を申し込みます。

記

１．寄附年月日 年 月 日

２．寄附目的 ① 法人のために使用してください。

② 施設利用者のために使用してください。

（施設名 ）

③ 使用目的は、法人に一任します。

④ その他（具体的に目的をお書きください。）

３．金 額 円

４．品 名


